
　　　　　　　　３．　入札関係書類等に関する事項

　　　　　　　　　　（１）　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

　予算決算及び会計令第７５条に基づき、次のとおり一般競争入札に付します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒９０６－０００３　沖縄県宮古島市平良字島尻８８８　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園　会計班　医薬品担当　花城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　２月１６日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９８０－７２－５３２１　（内線２１５）

　　　　　　　　　　（２）　入札説明書の入手方法及び交付期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入手方法　　　国立療養所宮古南静園のホームページから入手可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　  大石　和男 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ http://www.nhds.go.jp/~miyako/ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付期間　　　平成３０年２月１６日（金）～ 平成３０年３月２３日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（閉庁日を除く９時００分 ～ １７時００分）

　１．　調達内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※インターネットに接続できない場合は、上記（１）の場所でも交付する。ただ

　　　（１）　調達件名及び品目数　　　　　平成３０年度上半期　医薬品　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、入札説明書の郵送又はファクシミリによる入手申し込みは認められない。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（２）　単価契約期間　　　　　　　　平成３０年４月１日（日）～ 平成３０年９月３０日（日） 　　　　　　　　　　（３）　競争参加資格確認書類（厚生労働省競争参加資格）及び誓約書・申立書・自己申告書の提出期限

　　　　　　　　　　　

　　　（３）　納入場所　　　　　　　　　　沖縄県宮古島市平良字島尻８８８ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年３月２３日（金）　１７時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園

　　　　　　　　　　（４）　入札書の受領期限　　　　平成３０年３月２６日（月）　　８時４５分

　　　（４）　入札方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　①　入札金額については、（１）の医薬品の単価について入札する。 　　　　　　　　４．　開札の日時及び場所　　　　　　開札　　　平成３０年３月２６日（月）　９時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　　　国立療養所宮古南静園（総合棟２階　第１会議室）

　　　　　　　②　入札者は、調達物品の本体価格の他、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額に見積るものとする。 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　５．　その他

　　　　　　　③　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当する額を加算した金額をもっ

　　　　　　　　て落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった 　　　　　　　　　　（１）　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨　　　日本語及び日本通貨

　　　　　　　　契約金額の１０８分の１００に相当する金額（当該金額に小数点以下第二位未満の端数があるときは、そ

　　　　　　　　の端数金額を切り捨てるものとする）を入札書に記載すること。 　　　　　　　　　　（２）　入札保証金及び契約保証金　　　　　　　　　　免除

　　　　　　　④　開札の結果、各人の入札価格が予定価格を超過したときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 　　　　　　　　　　（３）　入札者に要求される事項

　２．　競争参加資格 　　　　　　　　　　　　　　　　この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告２に示した競争参加資格を有することを証明する書類

　　　　　　　　　　　　　　　を、指定する期日までに提出しなければならない。また、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別紙

　　　（１）　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成 　　　　　　　　　　　　　　　様式に指定する暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間

　　　　　　年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由 　　　　　　　　　　　　　　　において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　　　　　　がある場合に該当する。

　　　　　　　　　　（４）　入札の無効

　　　（２）　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　　　　　　　　　　　　　　　　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者

　　　（３）　平成２８・２９・３０年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売（医薬品、 　　　　　　　　　　　　　　　の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とすなる。また、入札に参加

　　　　　　医療用品類）」でＡ、Ｂ等級又はＣ等級に各付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 　　　　　　　　　　　　　　　した者が（３）の誓約書を提出しなかった時、若しくは虚偽の誓約をし、誓約書に反することとなった場

　　　　　　　　　　　　　　　合には、当該者の入札を無効とする。

　　　（４）　資格審査申請書又は添付書類に、虚偽の事実を記載してないと認められる者であること。

　　　　　　　　　　（５）　落札者の決定方法

　　　（５）　経営の状況又は信用度が、極端に悪化してないと認められる者であること。

　　　　　　　　　　　　　　　　落札者の決定は、最低入札落札方式をもっておこなう。本公告に示した業務を履行できると支出負担行

　　　（６）　沖縄県内に本店又は支店が存在すること。尚、注射薬に関しては宮古島内に本店、支店又は営業所が存在す 　　　　　　　　　　　　　　　為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格

　　　　　　ること。 　　　　　　　　　　　　　　　の制限範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　　　（７）　予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、当施設において定められた資格を有する者であること。 　　　　　　　　　　（６）　契約書作成の要否　　　　　　　　　　　　　　要

　　　（８）　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 　　　　　　　　　　（７）　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は入札説明書による。

　　　（９）　過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政処分 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　を受け又は送検されていないこと。

　　 （１０） 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年間（⑤及び⑥につ

　　　　　　いては２保険年度）の保険料について滞納がないこと。

　　　　　　①　厚生年金保険　　　　②　健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）

　　　　　　③　船員保険　　　　　　④　国民年金　　　　　　⑤　労働者災害補償保険　　　　　　⑥　雇用保険

入札公告　　　



　　入札説明書

　　　　　国立療養所宮古南静園の医薬品購入に係る入札公告（平成３０年２月１６日付）に基づく入札については、会計法（昭和２２

　　　　年法律第３５号）、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）、

　　　　その他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

　　　　　１．　契約担当官　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男

　　　　　　　　　　　　

　　　　　２．　調達内容

　　　　　　　（１）　調達件名及び品目数　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目　（別紙「品目内訳書」のとおり）

　　　　　　　（２）　単価契約期間　　　　　　　　　平成３０年４月１日（日）～ 平成３０年９月３０日（日）

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　（３）　納入場所　　　　　　　　　　　沖縄県宮古島市平良字島尻８８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　（４）　入札方法

　　　　　　　　　　①　入札金額については、（１）の医薬品の単価について入札する。

　　　　　　　　　　②　入札者は、調達物品の本体価格の他、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額に見積るものとする。

　　　　　　　　　　③　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当する額を加算した金額をもって落

　　　　　　　　　　　札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額

　　　　　　　　　　　の１０８分の１００に相当する金額（当該金額に小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端数金額を

　　　　　　　　　　　切り捨てるものとする）を入札書に記載すること。

　　　　　　　　　　④　開札の結果、各人の入札価格が予定価格を超過したときは、直ちに再度の入札を行うものとする。

　　　　　３．　競争参加資格

　　　　　　　（１）　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年

　　　　　　　　　　者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意書を得ている者は、同条中、特別な理由が

　　　　　　　　　　ある場合に該当する。

　　　　　　　（２）　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　　　　　　　（３）　平成２８・２９・３０年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の販売（医薬品、

　　　　　　　　　　医療用品類）」でＡ、Ｂ等級又はＣ等級に各付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

　　　　　　　（４）　資格審査申請書又は添付書類に、虚偽の事実を記載してないと認められる者であること。

　　　　　　　（５）　経営の状況又は信用度が、極端に悪化してないと認められる者であること。

　　　　　　　（６）　沖縄県内に本店又は支店が存在すること。なお、注射薬に関しては宮古島内に本店、支店又は営業所が存在す

　　　　　　　　　　ること。

　　　　　　　（７）　予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、当施設において定められた資格を有する者であること。

　　　　　　　　　　　（別紙－Ⅲ：自己申告書の提出）

　　　　　　　（８）　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。



　　　　（９）　過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政処分を

　　　　　　　受け又は送検されていないこと。

　　　 （１０） 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年間（⑤及び⑥につい

　　　　　　　ては２保険年度）の保険料について滞納がないこと。（別紙－Ⅱ：保険料納付に係る申立書の提出）

　　　　　　　①　厚生年金保険　　　　　②　健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）

　　　　　　　③　船員保険　　　　　　　④　国民年金　　　　　　　⑤　労働者災害補償保険　　　　　　　⑥　雇用保険

　　　　　　　注　各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっ

　　　　　　　　ては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料に

　　　　　　　　ついて滞納がない（分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。

　　４．　入札関係書類等に関する事項

　　　　（１）　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒９０６－０００３　沖縄県宮古島市平良字島尻８８８　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園　会計班　医薬品担当　花城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９８０－７２－５３２１　（内線２１５）

　　　　（２）　入札説明書の入手方法及び交付期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入手方法　　　国立療養所宮古南静園のホームページから入手可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ http://www.nhds.go.jp/~miyako/ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付期間　　　平成３０年２月１６日（金）～ ３月２３日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（閉庁日を除く９時００分 ～ １７時００分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※インターネットに接続できない場合は、上記（１）の場所でも交付する。ただ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、入札説明書の郵送又はファクシミリによる入手申し込みは認められない。

　　　　（３）　競争参加資格確認書類（厚生労働省競争参加資格）及び誓約書・申立書の提出期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年３月２３日（金）　１７時００分

　　　　（４）　入札書の受領期限　　　　　　平成３０年３月２６日（月）　　８時４５分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある。

　　　　（５）　入札書及び委任状の提出方法

　　　　　　　①　競争参加資格者の場合（本店の代表者が直接入札する場合）

　　　　　　　　　　入札書は別紙１の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名（法人の場合

　　　　　　　　　はその名称又は商号。）、宛名「国立療養所宮古南静園支出負担行為担当官殿」と記載及び「平成３０年３

　　　　　　　　　月２６日開札（２ｍｇセルシン錠外２２９品目）入札書在中」と朱書きしなければならない。本店の代表者

　　　　　　　　　が直接入札する場合は委任状の提出は要しない。

　　　　　　　②　競争参加資格者以外の場合（各支店・営業所等）

　　　　　　　　　　（ア）　支店長・営業所長が入札する場合（代理人）

　　　　　　　　　　　　　　入札書は別紙２の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの

　　　　　　　　　　　　　委任状（別紙５の様式）を提出するものとする。

　　　　　　　　　　（イ）　本店の社員が入札する場合（代理人）

　　　　　　　　　　　　　　入札書は別紙３の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの

　　　　　　　　　　　　　委任状（別紙６の様式）を提出するものとする。



　　　　　　　　　　　　　（ウ）　支店・営業所等の社員が入札する場合（復代理人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　入札書は別紙４の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの

　　　　　　　　　　　　　　　　委任状（別紙７の様式）を提出するものとする。

　　　　　　　　　　　　　（エ）　上記各委任状の提出がない入札書は無効となるので注意すること。

　　　　　　　　　　③　入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができないものとする。

　　　　　　　　　　④　郵便（書留郵便に限る。）により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「平成３０年３月２６日開札（

　　　　　　　　　　　２ｍｇセルシン錠外２２９品目）入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮に直接提出する場合と同様に指名等

　　　　　　　　　　　を記載し、上記（１）宛へ入札書の受領期限までに送付しなければならない。

　　　　　　　（６）　代理人・復代理人による入札

　　　　　　　　　　①　上記（４）②の代理人・復代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は

　　　　　　　　　　　商号、代理人等であることを表示し、当該代理人等の氏名を明記して押印（外国人の署名を含む。）をしてお

　　　　　　　　　　　くとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。

　　　　　　　　　　②　入札者又はその代理人等は、本件調達にかかる入札について他の代理人等を兼ねることができない。

　　　　　５．　開札

　　　　　　　（１）　開札の日時及び場所　　　　　　開札　：　平成３０年３月２６日（月）　９時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　：　国立療養所宮古南静園（総合棟２階　第１会議室）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　（２）　紙による入札の場合

　　　　　　　　　　①　開札は、入札者又はその代理人等を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合

　　　　　　　　　　　は、入札に関係のない職員を立ち合わせて行う。

　　　　　　　　　　②　入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

　　　　　　　　　　③　入札者又はその代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の指示に従い、競争参加資格

　　　　　　　　　　　を証明する書類（資格審査結果通知書）及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなけれ

　　　　　　　　　　　ばならない。

　　　　　　　　　　④　入札者又はその代理人等は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、開札場を退

　　　　　　　　　　　場することができない。

　　　　　　　（３）　再度入札の取扱い

　　　　　　　　　　　　開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がない

　　　　　　　　　　　ときは、再度の入札を行う。

　　　　　６．　その他

　　　　　　　（１）　契約手続に使用する言語及び通貨　　　　　　日本語及び日本通貨

　　　　　　　（２）　入札保証金及び契約保証金　　　　　　　　　免除

　　　　　　　（３）　入札者に要求される事項

　　　　　　　　　　　　この一般競争入札に参加を希望する者は、本入札説明書３に示した競争参加資格を有することを証明する書

　　　　　　　　　　　類を、指定する期日までに提出しなければならない。また、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別紙様

　　　　　　　　　　　式に指定する暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間におい

　　　　　　　　　　　契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　　　　　　　　　　　（別紙－１：誓約書の提出）



　　　　　（４）　競争参加資格の確認のための書類の取扱い

　　　　　　　　①　競争参加資格の確認のための書類は資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しとする。

　　　　　　　　②　資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

　　　　　　　　③　契約担当官は、提出された書類については、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することは

　　　　　　　　　ない。

　　　　　　　　④　一旦受領した書類は返却しない。又、書類の差し替え及び再提出は認めない。

　　　　　（５）　入札の無効

　　　　　　　　①　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履

　　　　　　　　　行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

　　　　　　　　②　上記４（５）②（エ）に該当した入札書は無効とする。

　　　　　　　　③　上記（３）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、

　　　　　　　　　当該者の入札を無効とするものとする。

　　　　　（６）　入札の延期等

　　　　　　　　　　　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状

　　　　　　　　　　態にあると認められる時は、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。

　　　　　（７）　落札者の決定方法

　　　　　　　　①　落札者の決定は、最低入札落札方式をもっておこなう。

　　　　　　　　②　本入札説明書４（３）に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書３

　　　　　　　　　の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第７

　　　　　　　　　９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内であり、最低価格をもって有効な入札を行った者

　　　　　　　　　を落札者とする。

　　　　　　　　③　落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するもの

　　　　　　　　　とする。また、入札者又はその代理人等が直接くじを引けない場合は、入札執行事務に関係ない当園職員

　　　　　　　　　がこれに代わってくじを引き落札者を決定する。

　　　　　（８）　契約書の作成

　　　　　　　　①　競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、延滞なく契約書を取り交わすものとする。

　　　　　　　　②　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記

　　　　　　　　　名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

　　　　　　　　③　上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約相手に送付

　　　　　　　　　するものとする。

　　　　　　　　④　支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものと

　　　　　　　　　する。

　　　　　（９）　支払条件

　　　　　　　　　　　別紙契約書（案）に定めるとおり、業務の履行が行われた後適法な支払請求書を受理した日から３０

　　　　　　　　　　日以内に契約金額を支払う。
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1 2mgｾﾙｼﾝ錠 2mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 2

2 PL配合顆粒 1g 100包 塩野義 内用薬 3

3 ｱｷﾈﾄﾝ錠 1mg 1mg PTP 100T 大日本住友製薬 内用薬 2

4 ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠 40mg 40mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 2

5 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ｢JG｣源末 500g 1個 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 内用薬 2

6 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠 25mg ｢NikP｣ 25mg PTP 100T 日医工 内用薬 4

7 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠 5mg ｢日医工｣ 5mg PTP 100T 日医工 内用薬 10

8 ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ 24μg 24μg PTP 100P ｽｷｬﾝﾎﾟﾌｧｰﾏ 内用薬 6

9 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠 2.5mg ｢明治｣ 2.5mg PTP 100T MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 内用薬 6

10 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠 2.5mg ｢明治｣ 2.5mg ﾊﾞﾗ 500T MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 内用薬 8

11 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠 5mg ｢明治｣ 5mg PTP 100T MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 内用薬 5

12 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠 5mg ｢明治｣ 5mg ﾊﾞﾗ 500T MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 内用薬 4

13 ｱﾓﾊﾞﾝ錠 7.5 7.5mg PTP 100T 日医工 内用薬 4

14 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠 5mg 5mg PTP 56T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 10

15 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 25mg 25mg PTP 100T ﾌｧｲｻﾞｰ 内用薬 6

16 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠 0.4mg ｢ｱﾒﾙ｣ 0.4mg PTP 100T 協和薬品工業 内用薬 8

17 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠 10 10mg PTP 100T 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞ- 内用薬 2

18 ｱﾚﾛｯｸOD錠 5 5mg PTP 100T 協和発酵ｷﾘﾝ 内用薬 2

19 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠 15mg ｢日医工｣ 15mg ﾊﾞﾗ 1000T 日医工 内用薬 4

20 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠 15mg ｢日医工｣ 15mg PTP 100T 日医工 内用薬 6

21 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 300mg ｢日医工｣ 300mg 84包 日医工 内用薬 19

22 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠 5mg 5mg PTP 100T 鳥居薬品 内用薬 4

23 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠 100mg ｢ﾄｰﾜ｣ 100mg ﾊﾞﾗ 1000T 東和薬品 内用薬 3

24 ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠 0.5mg ｢日医工｣ 0.5mg PTP 100T 日医工 内用薬 30

25 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 0.5μg 0.5μg PTP 100P 大正富山医薬品 内用薬 40

26 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 0.75μg 0.75μg PTP 100P 大正富山医薬品 内用薬 2

27 ｴﾝｼｭｱ･ﾘｷｯﾄﾞ (ﾊﾞﾆﾗ) 250mL 24缶入 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 内用薬 8

28 ｶﾃﾞﾁｱ配合錠LD錠 ｢あすか｣ ﾊﾞﾗ 500T あすか製薬 内用薬 4

29 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝOD錠 1mg 1mg PTP 100T ﾌｧｲｻﾞｰ 内用薬 3

30 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠 10mg ｢ｻﾜｲ｣ 10mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 2

31 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠 2.5mg ｢ｻﾜｲ｣ 2.5mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 6

32 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠 250mg ｢ﾄｰﾜ｣ 250mg ﾊﾞﾗ 1000T 東和薬品 内用薬 2

33 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠 250mg ｢ﾄｰﾜ｣ 250mg PTP 100T 東和薬品 内用薬 3

34 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 200mg PTP 100T あゆみ製薬 内用薬 20

35 ｶﾛﾅｰﾙ錠300 300mg PTP 100T あゆみ製薬 内用薬 2

36 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠 2mg ｢あすか｣ 2mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 10

37 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠 4mg ｢あすか｣ 4mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 5

38 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠 4mg ｢あすか｣ 4mg ﾊﾞﾗ 500T 武田薬品 内用薬 5

39 ｶﾞｽﾄﾛｸﾞﾗﾌｨﾝ 経口･注腸用 100mL 1個 ﾊﾞｲｴﾙ 内用薬 6

40 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠 25mg ｢ｱﾒﾙ｣ 25mg PTP 100T 協和薬品工業 内用薬 4

41 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 250mg 250mg PTP 100T 第一三共 内用薬 2

42 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200 ｢MEEK｣ 200mg PTP 100T 小林化工 内用薬 8

43 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75ｍｇ「SANIK」 75mg PTP 100T 日医工ｻﾉﾌｨ=日医工 内用薬 8

44 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢EMEC｣ 1mg PTP 100T ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 内用薬 3

45 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 250mg 250mg PTP 100P 共和薬品工業 内用薬 2

46 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ 250mg 250mg PTP 100P 共和薬品工業 内用薬 5

品名 規格
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47 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠 100mg ｢NP｣ 100mg PTP 100 ﾆﾌﾟﾛ 内用薬 7

48 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠 100mg ｢NP｣ 100mg ﾊﾞﾗ 100T ﾆﾌﾟﾛ 内用薬 20

49 ｻﾞｲｻﾞﾙ錠 5mg 5mg PTP 100T GSK 内用薬 2

50 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠 75 75mg PTP 100T GSK 内用薬 2

51 ｼﾅｰﾙ配合錠 PTP 100T 塩野義 内用薬 5

52 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 100mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 3

53 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠 5mg ｢日医工｣ 5mg PTP 100T 日医工 内用薬 10

54 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠 50mg 50mg PTP 100T MSD 内用薬 10

55 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠 25mg ｢日医工｣ 25mg PTP 100T 日医工 内用薬 20

56 ｾﾃﾞｽ･ﾊｲ 20T 塩野義 内用薬 110

57 ｾﾛｸｴﾙ100mg錠 100mg PTP 100T ｱｽﾃﾗｽ製薬 内用薬 2

58 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠 12mg ｢ｻﾜｲ｣ 12mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 88

59 ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩OD錠 5mg ｢EE｣ 5mg PTP 100T ｴﾙﾒｯﾄﾞ ｴｰｻﾞｲ 内用薬 4

60 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠 50 50μg PTP 100T 武田薬品 内用薬 3

61 ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒 [医療用] (29) 3g 42包 ﾂﾑﾗ 内用薬 8

62 ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒 [医療用] (41) 2.5g 42包 ﾂﾑﾗ 内用薬 45

63 ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒 [医療用] (54) 2.5g 42包 ﾂﾑﾗ 内用薬 15

64 ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒 [医療用] (68) 2.5g 42包 ﾂﾑﾗ 内用薬 5

65 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠 200mg 200mg PTP 100T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 4

66 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠 100mg 100mg PTP 100T 田辺三菱 内用薬 6

67 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 50mg ｢ｻﾜｲ｣ 50mg PTP 100P 沢井製薬 内用薬 8

68 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 50mg ｢ｻﾜｲ｣ 50mg ﾊﾞﾗ 1000P 沢井製薬 内用薬 5

69 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠 25mg ｢ｱﾒﾙ｣ 25mg PTP 100T 共和薬品工業 内用薬 8

70 ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 PTP 100T ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 内用薬 20

71 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ 20mg 20mg PTP 100P ｴｰｻﾞｲ 内用薬 4

72 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠 20mg ｢日医工｣ 20mg PTP 100T 日医工 内用薬 8

73 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠 20mg ｢日医工｣ 20mg ﾊﾞﾗ 500T 日医工 内用薬 3

74 ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 20mg 20mg PTP 100P 第一三共 内用薬 2

75 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠 5mg 5mg PTP 100T 第一三共 内用薬 5

76 ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠 4単位 4単位 PTP 100T 日本臓器 内用薬 80

77 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 PTP 500T ｱｽﾃﾗｽ製薬 内用薬 2

78 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ﾊﾞﾗ 1000T ｱｽﾃﾗｽ製薬 内用薬 6

79 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠 100mg 100mg PTP 500T ﾊﾞｲｴﾙ 内用薬 4

80 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝOD錠 40mg ｢日医工｣ 40mg PTP 140T 日医工 内用薬 20

81 ﾊﾟｷｼﾙ錠 20mg 20mg PTP 100T GSK 内用薬 4

82 ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝOD錠15mg｢DSEP｣ 15mg PTP 100T 第一三共ｴｽﾌｧ 内用薬 4

83 ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠 250mg 250mg PTP 42T ﾏﾙﾎ 内用薬 2

84 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠 10mg ｢ｻﾜｲ｣ 10mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 3

85 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠 10mg ｢ｻﾜｲ｣ 10mg ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内用薬 6

86 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩OD錠 60mg ｢ｻﾜｲ｣ 60mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 3

87 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散 10% 10% 100g 1個 第一三共 内用薬 2

88 ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠 10mg 10mg PTP 140T 帝人ﾌｧｰﾏ 内用薬 9

89 ﾌｪﾛ・ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠 105mg 105mg PTP 100T ﾏｲﾗﾝ製薬 内用薬 5

90 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠 0.25mg ｢ﾃﾊﾞ｣ 0.25mg PTP 100T 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ 内用薬 12

91 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ 110mg 110mg PTP 112P 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 内用薬 5

92 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠 5 5mg PTP 100T ｱｽﾃﾗｽ製薬 内用薬 8
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93 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 12mg 12mg PTP 100T 田辺三菱 内用薬 6

94 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠 5mg 5mg PTP 100T 塩野義 内用薬 10

95 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 5μg 5μg PTP 210T 大日本住友製薬 内用薬 8

96 ﾍﾞｼｹｱOD錠 2.5mg 2.5mg PTP 100T ｱｽﾃﾗｽ製薬 内用薬 2

97 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠 20μg ｢ｻﾜｲ｣ 20μg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 7

98 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠 20μg ｢ｻﾜｲ｣ 20μg ﾊﾞﾗ 500T 沢井製薬 内用薬 4

99 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠 0.3mg ｢日医工｣ 0.3mg PTP 100T 日医工 内用薬 25

100 ﾏｰﾛｯｸｽ懸濁用配合顆粒 1.2g 300包 ｻﾉﾌｨ 内用薬 2

101 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠 500mg 500mg PTP 500T 日本新薬 内用薬 6

102 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠 500mg 500mg ﾊﾞﾗ 500T 日本新薬 内用薬 9

103 ﾐｵﾅｰﾙ錠 50mg 50mg PTP 100T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 2

104 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣ 100mg PTP 100P 沢井製薬 内用薬 5

105 ﾒｼﾞｺﾝ錠 15mg 15mg PTP 100T 塩野義 内用薬 2

106 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠 500μg 0.5mg PTP 100T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 15

107 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 15mg ｢科研｣ 15mg PTP 100P 科研製薬 内用薬 10

108 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 15mg ｢科研｣ 15mg ﾊﾞﾗ 500P 科研製薬 内用薬 11

109 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠 5 5mg PTP 100T 第一三共 内用薬 2

110 ﾒﾏﾘｰOD錠 5mg 5mg PTP 56T 第一三共 内用薬 3

111 ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩散 1% ｢日医工｣ 1% 100g 1個 日医工 内用薬 5

112 ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠 2.5mg ｢日医工｣ 2.5mg PTP 100T 日医工 内用薬 40

113 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10ｍｇ「KM」 10mg PTP 100T 杏林製薬 内用薬 7

114 ﾕﾘｰﾌOD錠 4mg 4mg PTP 100T 第一三共 内用薬 8

115 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液 0.75% 0.75% 10mL 10個 帝人ﾌｧｰﾏ 内用薬 10

116 ﾗｼｯｸｽ錠 20mg 20mg PTP 100T 日医工 内用薬 9

117 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠 10mg ｢日医工｣ 10mg PTP 100T 日医工 内用薬 13

118 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠 15mg ｢ｻﾜｲ｣ 15mg PTP 100T 沢井製薬 内用薬 5

119 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠 15mg ｢ｻﾜｲ｣ 15mg ﾊﾞﾗ 200T 沢井製薬 内用薬 10

120 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠 0.5mg 0.5g PTP 100T 大日本住友製薬 内用薬 4

121 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠 1mg 1mg PTP 100T ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 内用薬 3

122 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ 150mg 150mg PTP 100P ﾌｧｲｻﾞｰ 内用薬 3

123 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ 25mg 25mg PTP 100P ﾌｧｲｻﾞｰ 内用薬 29

124 ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠 10mg 10mg PTP 28T 持田製薬 内用薬 13

125 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠 2.5 2.5mg PTP 100T MSD 内用薬 2

126 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠 5 5mg PTP 100T MSD 内用薬 4

127 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠 100mg ｢日医工｣ 100mg PTP 100T 日医工 内用薬 4

128 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg ｢EMEC｣ 60mg PTP 100T ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 内用薬 19

129 ﾛｻﾙﾀﾝK錠 25mg ｢DSEP｣ 25mg PTP 100T 第一三共 内用薬 2

130 ﾛｾﾞﾚﾑ錠 8mg 8mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 5

131 ﾛﾄﾘｶﾞ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 2g 2g 56包 武田薬品 内用薬 15

132 ﾛﾗﾒｯﾄ錠 1.0 1mg PTP 100T 武田薬品 内用薬 4

133 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠 1mg 1mg PTP 100T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 7

134 ﾜｿﾗﾝ錠 40mg 40mg PTP 100T ｴｰｻﾞｲ 内用薬 10

135 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ ｢ｵｰﾂｶ｣ 500g 1個 大塚製薬 内用薬 10

136 重質酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ｢ｹﾝｴｰ｣ 1g 1050包 健栄製薬 内用薬 2

137 重質酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ｢ｹﾝｴｰ｣ 500g 1個 健栄製薬 内用薬 2

138 新ｾﾃﾞｽ錠 PTP 40T 塩野義 内用薬 28
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139 乳糖水和物 ｢ｹﾝｴｰ｣ 500g 1個 健栄製薬 内用薬 2

140
ｷｼﾛｶｲﾝ注射液 1% ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ [1:100,000] 含
有

1% 20mL 1V ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 注射薬 25

141 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用 1g ｢日医工｣ 1g 10V 日医工 注射薬 4

142 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝＮａ静注用1g｢ｻﾜｲ｣ 1g 10瓶 沢井製薬 注射薬 40

143 ｾﾙｼﾝ注射液 10mg 10mg 10A 武田薬品 注射薬 2

144 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL 20袋 ﾃﾙﾓ 注射薬 15

145 ﾁｴﾍﾟﾈﾑ点滴静注用 0.5g 0.5g 500mg 10V 日本ｹﾐﾌｧ 注射薬 30

146 ﾃﾙﾓ生食 500ml 500mL 20袋 ﾃﾙﾓ 注射薬 15

147 ﾉﾎﾞﾘﾝ30R注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位 3mL 2ｷｯﾄ ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ ﾌｧｰﾏ 注射薬 15

148 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用 0.5 ｢MEEK｣ 0.5g 10V 小林化工=Meijiseika 注射薬 5

149 ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用 1.5g 1.5g 10V 日医工 注射薬 8

150 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注50%PL ｢ﾌｿｰ｣ 50% 20mL 50A 扶桑薬品 注射薬 2

151 ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 60mg 1mL 1筒 第一三共 注射薬 25

152 ﾗｼｯｸｽ注 20mg 20mg 2mL 10A 日医工 注射薬 5

153 大塚蒸留水 20mL 20mL 50A ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｱﾝﾌﾟﾙ入 大塚製薬 注射薬 2

154 大塚生食注 100mL 100mL 10V 大塚製薬 注射薬 40

155 大塚生食注 20mL 20mL 50A 大塚製薬 注射薬 5

156 大塚生食注 50mL 50mL 10V 大塚製薬 注射薬 113

157 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ 40 40mg 5V 溶解液付 富士製薬工業 注射薬 2

158 ｱｸｱﾁﾑ軟膏 1% 1% 10g 10個 大塚製薬 外用薬 2

159 ｱｽﾞﾉｰﾙ軟膏 0.033% 0.003% 20g 10個 日本新薬 外用薬 2

160 ｱﾗﾐｽﾄ点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg 6g 1ｷｯﾄ GSK 外用薬 4

161 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾛｰｼｮﾝ 0.05% 0.05% 10g 10個 鳥居薬品 外用薬 2

162 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄ軟膏 0.05% 0.05% 5g 10個 鳥居薬品 外用薬 3

163 ｲﾄﾞﾒｼﾝｺｰﾜｿﾞﾙ 1% 1% 30g 10個 興和創薬 外用薬 8

164 ｲﾄﾞﾒｼﾝｺｰﾜｿﾞﾙ 1% 1% 90g 10個 興和創薬 外用薬 8

165 ｳﾚﾊﾟｰﾙｸﾘｰﾑ 10% 10% 20g 10個 大塚製薬 外用薬 2

166 ｴﾙｴｲｼﾞ-10液 10% 500mL 1個 吉田製薬 外用薬 100

167 ｴﾚﾌｧｼﾞｪﾙS 150mL  (2600184) ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙ 外用薬 200

168 ｵｷｼﾄﾞｰﾙ ｢ｹﾝｴｰ｣ 3% 500mL 1本 健栄 外用薬 4

169 ｵﾌﾛｷｻｼﾝｹﾞﾙ化点眼液 0.3% ｢わかもと｣ 0.3% 5mL 10個 わかもと 外用薬 4

170 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ 0.5mg 0.5mg PTP 500T 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ 外用薬 3

171 ｶﾘｰﾕﾆ点眼液 0.005% 0.005% 5mL 10個 参天製薬 外用薬 3

172 ｷｭﾊﾞｰﾙ100ｴｱｿﾞｰﾙ 15mg 8.7g 1瓶 大日本住友製薬 外用薬 6

173 ｷｻﾗﾀﾝ点眼液 0.005% 2.5mL 10個 ﾌｧｲｻﾞｰ 外用薬 4

174 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ 2% 2% 30mL 5本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 外用薬 4

175 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液 0.5% 0.5% 5mL 10個 参天製薬 外用薬 8

176 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液 1.5% 1.5% 5mL 10個 参天製薬 外用薬 3

177 ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ﾑﾈ」60mL 50% 60mL 10個 丸石製薬 外用薬 2

178 ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ 1% 1% 50g 10個 田辺三菱製薬 外用薬 2

179 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1% ｢ﾀｲﾖｰ｣ 0.1% 10g 10個 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ 外用薬 15

180 ｺｿﾌﾟﾄ配合点眼液 5mL 10V 参天製薬 外用薬 2

181 ｻﾆｻｰﾗW 40mL 1本 ｻﾗﾔ 外用薬 10

182 ｻﾞｰﾈ軟膏 0.5% 5000単位 500g 1個 ｴ-ｻﾞｲ 外用薬 2

183 ｽﾃﾘｿﾞｰﾙ液 2% 2% 1L 1本 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 外用薬 18

184 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ眼軟膏 0.3% 0.3% 3.5g 10個 参天製薬 外用薬 5
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185 ﾁﾞｱﾐﾄｰﾙ水 0.025W/V% 0.025% 500mL 1本 丸石製薬 外用薬 5

186 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ 2mg ｢HMT｣ 2mg 70枚入 久光製薬 外用薬 10

187 ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏1mg/g 0.1% 2g 10個 日本化薬 外用薬 3

188 ﾄﾙｿﾌﾟﾄ点眼液 1% 1% 5mL 10個 参天製薬 外用薬 3

189 ﾆﾄﾗｾﾞﾝｸﾘｰﾑ2% 2% 10g 10個 岩城製薬 外用薬 5

190 ﾆﾌﾗﾝ点眼液 0.1% 0.1% 5mL 10個 武田薬品 外用薬 8

191 ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ10mg 45mm×68mm 2枚 久光製薬 外用薬 15

192 ﾊﾟﾃﾙﾃｰﾌﾟ20 7cm×10cm 7枚 10袋 杏林製薬 外用薬 10

193 ﾊﾟﾃﾙﾃｰﾌﾟ40 10cm×14cm 7枚 10袋 杏林製薬 外用薬 70

194 ﾋｱﾚｲﾝ点眼液 0.1% 0.1% 5mL 10個 参天製薬 外用薬 15

195 ﾋﾋﾞｽｺｰﾙ液A 500mL 1本 ｻﾗﾔ 外用薬 250

196 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｹﾞﾙ 0.3% 0.3% ﾁｭｰﾌﾞ 25g 10本 ﾏﾙﾎ 外用薬 2

197 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ軟膏 0.3% 100g 1個 ﾏﾙﾎ 外用薬 5

198 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ軟膏 0.3% 25g 10個 ﾏﾙﾎ 外用薬 23

199 ﾌｨﾌﾞﾗｽﾄｽﾌﾟﾚｰ 500 500μg 1V [溶解液付] 科研製薬 外用薬 30

200 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙﾃｰﾌﾟ 40mg 40mg 100枚 ｱｽﾃﾗｽ製薬 外用薬 2

201 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2%｢ﾀｲﾖｰ｣ 45mL 武田ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏ 外用薬 30

202 ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ軟膏 0.003% 0.003% 10g 10個 小野薬品 外用薬 2

203 ﾌﾟﾛﾍﾟﾄ 500g 1個 丸石製薬 外用薬 5

204 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%｢ﾃｲｺｸ｣ 25g 10個 帝國 外用薬 6

205 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ吸入液 0.5% 0.5% 30mL 1V GSK 外用薬 55

206 ﾎﾞｽﾐﾝ外用液 0.1% 0.1% 100mL 1本 第一三共 外用薬 25

207 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ 25mg 25mg 50個 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽP 外用薬 2

208 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ消毒用液10% ｢NP｣ 10% 250mL 1本 ﾆﾌﾟﾛ 外用薬 2

209 ﾏｲｻﾞｰｸﾘｰﾑ 0.05% 0.05% 5g 10個 田辺三菱製薬 外用薬 2

210 ﾏｲｻﾞｰ軟膏 0.05% 0.05% 100g 1個 田辺三菱製薬 外用薬 2

211 ﾏｲｻﾞｰ軟膏 0.05% 0.05% 5g 10個 田辺三菱製薬 外用薬 5

212 ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ 0.3mg 0.65% 7.2g 1缶 ｱｽﾃﾗｽ製薬 外用薬 2

213 ﾐﾄﾞﾘﾝP点眼液 10mL 1個 参天製薬 外用薬 8

214 ﾑｺｽﾀ点眼液UD2% 2% 0.35mL 112本 大塚製薬 外用薬 23

215 ﾒﾌﾟﾁﾝ ｽｲﾝｸﾞﾍﾗｰ10μg吸入100回 0.0143% 5mg 5個 大塚製薬 外用薬 2

216 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟ 20mg 7cm×10cm 7枚 10袋 久光製薬 外用薬 10

217 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟL 40mg 10cm×14cm 7枚 10袋 久光製薬 外用薬 30

218 ﾕｰﾊﾟｽﾀｺｰﾜ軟膏 ﾁｭｰﾌﾞ 30g 10個 興和創薬 外用薬 8

219 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-VGﾛｰｼｮﾝ 10mL 10個 塩野義 外用薬 5

220 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-VG軟膏 0.12% 0.12% 5g 10個 塩野義 外用薬 15

221 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ-V軟膏 0.12% 0.12% 5g 10個 塩野義 外用薬 4

222 ﾚｼｶﾙﾎﾞﾝ坐剤 [新] 60個 ｾﾞﾘｱ新薬 外用薬 4

223 ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴﾘﾌﾟﾀ 14吸入用 14吸入 1ｷｯﾄ GSK 外用薬 38

224 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg｢三和｣ 10cm×14cm 7枚 10袋 三和化学 外用薬 50

225 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg｢三和｣ 7cm×10cm 7枚 10袋 三和化学 外用薬 20

226 ﾛｺｲﾄﾞ軟膏 0.1% 0.1% 100g 1個 鳥居薬品 外用薬 2

227 ﾛｺｲﾄﾞ軟膏 0.1% 0.1% 5g 10個 鳥居薬品 外用薬 2

228 ﾜｲﾄﾞｺｰﾙｸﾘｰﾑ20% 25g 10個 日医工 外用薬 2

229 消毒用ｴﾀﾉｰﾙB液IP 500mL 1本 健栄製薬 外用薬 13

230 精製水 ｢ｹﾝｴｰ｣ 500mL 1本 健栄製薬 外用薬 5



　　　　別紙－Ⅰ 　

誓約書　　　

　私

　当社

　　　　　　　に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また将来においても該当することはありません。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申したてません。

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　誓約の相手方として不適当な者

　　　（１）　　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店

　　　　　　　若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営

　　　（５）　　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

　　　　　　　法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す

　　　　　　　る暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

　　　（２）　　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力

　　　　　　　団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

　　　（３）　　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に

　　　　　　　暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

　　　（４）　　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

　　　（５）　　その他前各号に準ずる行為を行う者

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　　　（１）　　暴力的な要求を行う者

　　　（２）　　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　　　（３）　　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　　　（４）　　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　

※　個人の場合は生年月日を記載すること。

※　法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。

　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　別紙－Ⅰ（記入例） 　

誓約書　

　私

　当社

※　個人の場合は生年月日を記載すること。

※　法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。

　　　　平成３０年　○月○○日

　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　（５）　　その他前各号に準ずる行為を行う者

２　契約の相手方として不適当な行為をする者

　　　（１）　　暴力的な要求を行う者

　　　（２）　　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

　　　（３）　　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

　　　（４）　　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

　

　　　（５）　　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

　　　　　　　法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す

　　　　　　　る暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

　　　（２）　　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力

　　　　　　　団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

　　　（３）　　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に

　　　　　　　暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

　　　（４）　　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

　　　　　　　に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また将来においても該当することはありません。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申したてません。

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　誓約の相手方として不適当な者

　　　（１）　　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店

　　　　　　　若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営



　　　　別紙－Ⅱ

保険料納付に係る申立書

　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会管掌のもの）、

　　　　　船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険

　　　　　及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。

　　　　　　なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約

　　　　　が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

　　　　　　また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応す

　　　　　ることを確約いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　　　別紙－Ⅱ（記入例）

保険料納付に係る申立書

　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会管掌のもの）、

　　　　　船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険

　　　　　及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。

　　　　　　なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約

　　　　　が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

　　　　　　また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応す

　　　　　ることを確約いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　○月○○日

　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　　　別紙－Ⅲ 　

自己申告書

記

　　　下記の内容について誓約致します。

　　　なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、

　　本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

　　　　　（２）　　過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により

　　　　　　　　　行政処分を受け又は送検されていないこと。

　　　　　（１）　　厚生労働省から指名停止の処置を受けている期間中でないこと。

　　　　　（３）　　契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政

　　　　　　　　　処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

　　　　　（４）　　前記１から３について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であ

　　　　　　　　　ること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　別紙－Ⅲ（記入例） 　

自己申告書　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　平成３０年　○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　　　（１）　　厚生労働省から指名停止の処置を受けている期間中でないこと。

　　　　　（２）　　過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により

　　　　　　　　　行政処分を受け又は送検されていないこと。

　　　　　（３）　　契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政

　　　　　　　　　処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

　　　　　（４）　　前記１から３について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であ

　　　　　　　　　ること。

記

　　　下記の内容について誓約致します。

　　　なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、

　　本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。



　　　　別紙－１

　　　　　　　　　　入札書（第　回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者氏名



　　　　別紙－１（記入例）

　　　　　　　　　　入札書（第１回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印



　　　　別紙－２

　　　　　　　　　　入札書（第　回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　　　　　　支店又は営業所

　　　　　　　　　　　　代理人氏名



　　　　別紙－２（記入例）

　　　　　　　　　　入札書（第１回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　　　　　　　　　　支店又は営業所　　　○○○○株式会社△△支店（営業所）

　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　支店長（所長）　△△　△△　代理人印



　　　　別紙－３

　　　　　　　　　　入札書（第　回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　　　　　　代理人氏名



　　　　別紙－４（記入例）

　　　　　　　　　　入札書（第１回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　△△　△△　　代理人印



　　　　別紙－４

　　　　　　　　　　入札書（第　回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　　　　　　複代理人氏名



　　　　別紙－４（記入例）

　　　　　　　　　　入札書（第１回目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　　　　　　　　　　　件名　　　　　　　　　　平成３０年度上半期　医薬品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ セルシン錠　外２２９品目

　　　　　　　　　　　　　入札金額　　　　　　　　別紙単価入札書のとおり

　　　　　　　　　　　　　入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。

　　　　　　　　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　　　　　　　　　　複代理人氏名　　　△△　△△　　複代理人印



　　　　別紙－５

　　　受任者(代理人)使用印 受任者使用印

　　　委任期間　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日　～　平成３０年　９月３０日

　　　受任者（代理人）　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　支店又は営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　委任事項　　　　　　　　　１．　入札及び契約の締結に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　２．　入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　３．　契約物品の納入及び取り下げに関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　４．　契約代金の請求及び受領に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　５．　復代理人の選任に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　６．　その他上記に付随する一切のこと

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　委任者（競争参加者）　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。



　　　　別紙－５（記入例）

　　　受任者(代理人)使用印 受任者使用印

代理人印

　　　委任期間　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日　～　平成３０年　９月３０日

　　　受任者（代理人）　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　　支店又は営業所　　○○○○株式会社△△支店

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　支店長　△△　△△　　代理人印

　　　委任事項　　　　　　　　　１．　入札及び契約の締結に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　２．　入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　３．　契約物品の納入及び取り下げに関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　４．　契約代金の請求及び受領に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　５．　復代理人の選任に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　６．　その他上記に付随する一切のこと

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿

　　　委任者（競争参加者）　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。



　　　　別紙－６

　　　委任期間　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　受任者(代理人)使用印 受任者使用印

　　　　　　　　　　る一切の権限。

　　　委任者（競争参加者）　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。

　　　受任者（代理人）　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　委任事項　　　　「平成３０年度上半期　医薬品　２ｍｇ  セルシン錠　外２２９品目」の入札に関す

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　　　別紙－６（記入例）

　　　委任期間　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　受任者(代理人)使用印 受任者使用印

代理人印

　　　　　　　　　　る一切の権限。

　　　委任者（競争参加者）　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　代表取締役　○○　○○　代表者印

　　　私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。

　　　受任者（代理人）　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　△△　△△　　代理人印

　　　委任事項　　　　「平成３０年度上半期　医薬品　２ｍｇ  セルシン錠　外２２９品目」の入札に関す

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　　　別紙－７

　　　受任者(複代理人)使用印 受任者使用印

　　　受任者（代理人）　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　支店又は営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　私は、　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（競争参加者）

　　　の復代理人と定め、平成２９年３月２７日貴園において執行される「医薬品」の入札に関する下記の権

　　　限を委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　委任事項　　　　「平成３０年度上半期　医薬品　２ｍｇ  セルシン錠　外２２９品目」の入札に関す

　　　　　　　　　　る一切の権限。

　　　委任期間　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　　　別紙－７（記入例）

　　　受任者(複代理人)使用印 受任者使用印

複代理人印

　　　委任者（代理人）　　　　　住所（所在地）　　沖縄県○○市○○字○○　○－○－○○

　　　　　　　　　　　　　　　　支店又は営業所　　○○○○株式会社△△支店

　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　支店長　△△　△△　　代理人印

　　　　私は、　　□□　□□　　を　　　○○○○株式会社　代表取締役　○○　○○　　　（競争参加者）

　　　の復代理人と定め、平成２９年３月２７日貴園において執行される「医薬品」の入札に関する下記の権

　　　限を委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　委任事項　　　　「平成３０年度上半期　医薬品　２ｍｇ  セルシン錠　外２２９品目」の入札に関す

　　　　　　　　　　る一切の権限。

　　　委任期間　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　　　　　　　　　　委任状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　３月２６日

　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　大石　和男　殿



　　   　

　

　　　　　　　　　　　三　　　　甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入場所、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあ

　　　　　　　　　　　　　　　り、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響がに影響が

　　　　　　　　　　　　　　　及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。

　　　　　３　　　　第１項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う支弁の効力は、予算決

　　　　　　　　　　　　　　　規定する通知又は承諾の依頼を行い、若しくは、乙が特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成４年法律第

　　　　　　　　　　　　　　　７７号）に規定する公告を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。

　　　　　　　　　　　一　　　　甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利

　　　　　　　　　　　　　　　を保留する。

　　　　　　　　　　　二　　　　丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属

　　　　　　　　　　　　　　　並びに行使を害すべきことはできないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５

　　　　　　　　　　　　　　　号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信

　　　　　　　　　　　　　　　託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。

　　　　　　　　　　　２　　　　乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社

　　　　　　　　　　　　　　　及び信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４

　　　　　　　　　　　　　　　６７条及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第２条第２項に

　　　　　　　　　　　２　　　　乙は、甲が指示した物品について、その数量の全部を指定された日時にまでに納入することが困難な場合は、直

　　　　　　　　　　　　　　　ちにその旨を甲に届け出て、その指示に従わなければならない。

　　　　　　　　　（権利義務の譲渡の禁止）

　　　　　　　　　　第６条　　　乙（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条に定める中小企業者）は、本契約によって生じる

　　　　　　　　　　　　　　　権利の全部又は一部を甲（国の支出負担行為担当官等）の承諾を得ずに、第三者に譲渡又は承継させてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭

　　　　　　　　　　　　　　　　自　　　平成３０年　４月　１日　　　　　　　　至　　　平成３０年　９月３０日

　　　　　　　　　（契約保証金）

　　　　　　　　　　第４条　　　この契約にかかる契約保証金は免除する。

　　　　　　　　　（契約履行の場所及び期限）

　　　　　　　　　　第５条　　　乙は、甲が指示する数量を指示された日時に指定された場所に納入し、甲の事業運営に支障をきたさないものと

　　　　　　　　　　　　　　　する。

　　　　　　　　　　第２条　　　乙が納入する物品の品目・規格及び単価は、別紙単価表のとおりとする。

　　　　　　　　　　　２　　　　単価表中の消費税等額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８

　　　　　　　　　　　　　　　２及び７２条の８３の規定に基づき契約金額に１０８分の８を乗じて得た額である。

　　　　　　　　　　　３　　　　本契約期間中に市価に著しい変動があると認めるときは、甲・乙協議のうえ単価を変更することができる。

　　　　　　　　　（契約期間）

　　　　　　　　　　第３条　　　この単価契約期間は次のとおりとする。

　　　　　医薬品単価契約書（案）

　　　　　　　　　　医薬品の購入について、支出負担行為担当官　国立療養所宮古南静園事務長　□□　□□（以下「甲」という。）

　　　　　　　　　と　□□□□□□□　□□□□□□　□□　□□（以下「乙」という。）は次の条項により契約を締結する。

　　　　　　　　　（信義誠実の原則）

　　　　　　　　　　第１条　　　甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。

　　　　　　　　　（契約金額）



　　　　　　　　 （支払遅延利息）

　　　　　　　　　 第１４条　　 甲は前条第２項の期限内に支払をしないときは、支払期日の翌日から起算し支払する日までの日数に応じて、未

　　　　　　　　　　　　　　　払金額に対し年２．７％の割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。ただしその額が１００円未

　　　　　　　　　はその事由を詳記して納期の延長を請求することができる。甲はその事由が正当と認めた場合はこれを許可し納期

　　　　　　　　　を延長することができる。

　　 （契約代金の支払の時期及び方法）

　　　 第１３条　　 乙は物品納期後、月分をとりまとめ甲に請求書を提出する。

　　　　　２　　　　甲は前項の適法な支払請求書を受理した日から起算して３０日（以下「支払期日」という。）以内に支払うもの

　　　　　　　　　とする。

　　 （納入期限の延伸）

　　　 第１２条　　 乙の責に帰する事由により納期までに納入を完了することができない場合で、納期後に納入する見込のあるとき

　　　　　　　　　は、甲は乙から遅滞料を徴収して納期を延長することができる。

　　　　　２　　　　前項の遅滞料は、納期の翌日から起算して履行した日までの日数に応じて、１日につき遅滞となった部分に相当

　　　　　　　　　する額に対して、１００分の１の率により算出した額とする。

　　　　　３　　　　天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、納期内に物品を納入することができないときは、納期日までに乙

　　　 第１０条　　 甲は必要がある場合は、乙の事務所及び契約物品の製造又は保管場所を視察して必要な指導監督を行い、関係書

　　　　　　　　　類を調査することができる。

　　 （過納品の引き取り）

　　　 第１１条　　 納入物品に不合格又は過納品があった場合は、甲の指定した期間内に乙はこれを引き取らなければならない。も

　　　　　　　　　し、引き取らないときは、甲はこれを他所に運搬することもあり、この場合乙はこれを拒むことができないのみな

　　　　　　　　　らず、この費用及び甲が受ける損害を負担するものとする。

　　　　第９条　　　物品の性質・構造・形状はすべて仕様又は見本のとおりであって、甲の検査に合格するものでなければならない。

　　　　　　　　　検査の結果、不合格の場合は取替えなければならない。

　　　　　２　　　　前項の取替えをした場合であっても納期に遅れることはできない。

　　　　　３　　　　検査のため物品の性能・形状を変じ、又は消耗した場合でもその損失はすべて乙の負担とし、契約数量中にこれ

　　　　　　　　　を算入しない。

　　 （納入前の調査）

　　　　第８条　　　乙は契約物品を納入しよとするときは、その旨を甲に通知した後、甲の指定する場所に搬入しなければならない。

　　　　　　　　　搬入に要する費用は、乙の負担とする。

　　　　　２　　　　乙が搬入を終了したときは、甲は遅滞なく立ち会いのうえ現品を確認し、指定の場所に納入させるものとする。

　　　　　３　　　　甲は納入のあった日から１０日以内に検査を完了しなければならない。

　　　　　４　　　　検査完了後、甲は物品の引き渡しが完了した旨を乙に通知しなければならない。

　　　（不合格品の引き取り）

　　　　　４　　　　乙は、第１項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときには、速やかにその旨を、書面により甲

　　　　　　　　　に届けなければならない。

　　　（所有権移転前の損害の負担）

　　　　第７条　　　物品を甲の指定する場所に納入し、第８条に規定する検査を完了するまでの間において物品上に生じた損害につ

　　　　　　　　　いては、その損害が甲が負うべき重大な過失による場合の外は、甲はその補償の責任を負わない。

　　　（納入及び検査）

　　　　　　　　　算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の規定に基づき、甲が同令第１条第３号に規定するセン

　　　　　　　　　ター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。



　　　　　　２　　　　乙は契約の履行を理由として、前項の賠償金を免れることができない。

　　　 （談合等の不正行為に係る解除）

　　　　 第２０条　　 甲は本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　占禁止法第７７条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。

　　　　　　　　　　　三　　　　公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第４８条の２第１項の規定による課徴金の納付を命じ当該課徴金納付

　　　　　　　　　　　　　　　命令が同法第４８条の２第６項の規定により、確定した審決とみなされたとき（独占禁止法第７７条の規定により、

　　　　　　　　　　　　　　　この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。

　　　　　　　　　　　四　　　　公正取引委員会が乙に対して行った審決に対し、乙が独占禁止法第７７条の規定により提起した審決取消しの訴

　　　　　　　　　　　　　　　えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

　　　　　　　　　　　　　　　甲に生じた実際の損害額又はこの契約が第３条に規定する契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払うべき金額

　　　　　　　　　　　　　　　（契約期間を定めない場合は契約代金額）の１０分の１に相当する額のいずれか多い額を甲の指定する期間内に支

　　　　　　　　　　　　　　　払わなければならない。

　　　　　　　　　　　一　　　　第１６条の第３号の刑が確定したとき。

　　　　　　　　　　　二　　　　公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第４８条第４項、第５３条の３又は第５４条の規定による審決（同法

　　　　　　　　　　　　　　　第５４条第３項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。）を行い当該審決が確定したとき（独

　　　　　　　　　 第１８条　　 甲は第１６条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、乙に対して損害賠償を請求するこ

　　　　　　　　　　　　　　　とができる。

　　　　　　　　　　　２　　　　乙は第１７条の規定により契約を解除したときは、乙が直接受けた損害額を甲に請求することができる。

　　　　　　　　　　　３　　　　前２項によるほか、別に法令（製造物責任法等）の規定がある場合にはその法令の規定によるものとする。

　　　　　　　　 （賠償金）

　　　　　　　　　 第１９条　　 乙はこの契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず賠償金として、

　　　　　　　　　　　五　　　　前４号に揚げる場合のほか、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められる

　　　　　　　　　　　　　　　とき。

　　　　　　　　 （乙の解除権）

　　　　　　　　　 第１７条　　 乙は甲が契約に違反したことにより、納入が不可能となったときは、この契約の全部もしくは一部を解除するこ

　　　　　　　　　　　　　　　とができる。

　　　　　　　　 （損害賠償）

　　　　　　　　　　　三　　　　刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑の容疑により、公訴を提訴さ

　　　　　　　　　　　　　　　れたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む）。

　　　　　　　　　　　四　　　　私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第８

　　　　　　　　　　　　　　　条の４第２項の規定による必要な措置を命ぜられたとき、同法第４９条の第１項に規定する排除措置命令又は同法

　　　　　　　　　　　　　　　第５０条第１項に規定する納付命令が行われたとき、並びに同法第５３条第１項の規定による審判手続きを開始さ

　　　　　　　　　　　　　　　れたとき。

　　　　　　　　　　　　　　　害賠償を請求することができる。

　　　　　　　　　　　２　　　　前項のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項に定める期間は５年間とする。

　　　　　　　　 （甲の解除権）

　　　　　　　　　 第１６条　　 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

　　　　　　　　　　　一　　　　乙が納期までにこの契約を履行する見込がないとき。

　　　　　　　　　　　二　　　　乙がこの契約の規定に違反したとき。

　　　　　　　　　　　　　　　満のときは支払わない。

　　 　　　　　　（かし担保責任）

　　　　　　　　　 第１５条　　 甲は第５条の納入日から１年間は、乙に対して納入物品のかしの補修、又は補修にかえ代替品の納入もしくは損



　　　　　　　　　　　一　　　　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若

　　 　（違約金に関する遅延利息）

　　　　 第２２条　　 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払

　　　　　　　　　　いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

　　　　　　　　 （属性要件に基づく契約解除）

　　　　　　　　　 第２３条　　 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。

　　　　　　二　　　　当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

　　　　　　三　　　　乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

　　　　　　３　　　　乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

　　　　　　４　　　　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ

　　　　　　　　　　き賠償を請求することを妨げない。

　　　　　　　　　　金額の１００分の１０に相当する額のほか、請負（金額）の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定す

　　　　　　　　　　る期日までに支払わなければならない。

　　　　　　一　　　　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替え

　　　　　　　　　　て準用する場合を含む。）及び第６項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第６６条第４

　　　　　　　　　　項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

　　　　　　　　　　よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

　　　　　　三　　　　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴金

　　　　　　　　　　の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

　　　　　　四　　　　乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑が

　　　　　　　　　　確定したとき。

　　　　　　２　　　　乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負（契約）

　　　　　　　　　　に支払わなければならない。

　　　　　　一　　　　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１項第１号

　　　　　　　　　　若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、該当排除措置命令が確定した

　　　　　　　　　　とき。

　　　　　　二　　　　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替え

　　　　　　　　　　て準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、該当納付命令又は同法第６６条第４項の規定に

　　　　　　２　　　　乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による通知を受

　　　　　　　　　　けた場合には、速やかに当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

　　 　（談合等の不正行為に係る違約金）

　　　　 第２１条　　 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわら

　　　　　　　　　　ず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、請負（契約）金額（本契約締結後、請負（契約）金

　　　　　　　　　　額の変更があった場合には、変更後の請負（契約）金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日まで

　　　　　　　　　　の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場

　　　　　　　　　　合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは２１項の規定に

　　　　　　　　　　よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

　　　　　　二　　　　乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８

　　　　　　　　　　９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が該当公訴を提起された

　　　　　　　　　　ときを含む。）。

　　　　　　一　　　　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下

　　　　　　　　　　同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」

　　　　　　　　　　という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）



　　　　　　　　　　　　　　　じたときは、その損害を賠償するものとする。

　　　 （不当介入に関する通報・報告）

　 　　　第２８条　　 乙は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求

　　　　　　　　　　又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）をうけた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、

　　　　　　　　　　これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協

　　　　　　　　　　力を行うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契

　　　　　　　　　　　　　　　約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

　　　　　　　　 （契約解除に基づく損害賠償）

　　　　 　　　　　第２７条　　 甲は、第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

　　　　　　　　　　　　　　　害について、何ら賠償ないし補償することはしない。

　　　　　　　　　　　２　　　　乙は、甲が第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生

　　　　　　　　　　　　　　　下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手をいう。）以下同じ。）としない

　　　　　　　　　　　　　　　ことを確約しなければならない。

　　　　　　　　 （下請負契約等に関する契約解除）

　　　　 　　　　　第２６条　　 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、

　　　　　　　　　　　　　　　又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

　　　　　　　　　　　２　　　　甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、

　　　　　　　　　　　五　　　　その他前各号に準ずる行為。

　　　　　　　　 （表明確約）

　　　　　　　　　 第２５条　　 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなけ

　　　　　　　　　　　　　　　ればならない。

　　　　　　　　　　　２　　　　乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請けが数次に

　　　　　　　　　　　　　　　わたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再委託者（再委託以降のすべての受託者を含む。）並びに自己、

　　　　　　　　　 第２４条　　 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約

　　　　　　　　　　　　　　　を解除することができる。

　　　　　　　　　　　一　　　　暴力的な要求行為。

　　　　　　　　　　　二　　　　法的な責任を超えた不当な要求行為。

　　　　　　　　　　　三　　　　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

　　　　　　　　　　　四　　　　偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。

　　　　　　　　　　　　　　　又は暴力団員を利用するなどしているとき。

　　　　　　　　　　　三　　　　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴

　　　　　　　　　　　　　　　　力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

　　　　　　　　　　　四　　　　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

　　　　　　　　　　　五　　　　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

　　　　　　　　 （行為要件に基づく契約解除）

　　　　　　　　　　　　　　　しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に

　　　　　　　　　　　　　　　実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

　　　　　　　　　　　　　　　第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

　　　　　　　　　　　　　　　員をいう。以下同じ。）であるとき。

　　　　　　　　　　　二　　　　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団



　　　　　　　　　　　　　　乙　　　　　　□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　□□□□□□□□□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□□□□□□□□□　　　　　　　　　□□　□□

　　　　　　２　　　　この契約に定めのない事項については必要に応じて甲・乙協議して定める。

　　　　　上記の契約締結を証するため本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　　　平成３０年　４月　２日

　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　沖縄県宮古島市平良字島尻８８８番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立療養所宮古南静園事務長　　　　　□□　□□

　　　　（瑕疵担保）

　　　　 第３２条　　 甲は、納入現品について納入後１年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と

　　　　　　　　　　引き換えさせ、若しくは修理させ、又は損害賠償金を支払わせることができる。

　　　　（紛争等の解決方法）

　　　　 第３３条　　 この契約について甲・乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、

　　　　　　　　　　なお解決できない場合は必要に応じて甲・乙協議の上選定した者に調停を依頼する。

　　　 （厚生労働省所管法令違反に係る報告）

　　 　　第２９条　　 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、

　　　　　　　　　　速やかに甲に報告する。

　　　 （厚生労働省所管法令違反に係る契約解除）

　　　 　第３０条　　 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知

　　　　　　　　　　により、本契約の全部又は一部を解除することができる。

　　　　　　一　　　　乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。

　　　　　　　　　　までに支払わなければならない。

　　　　　　２　　　　乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

　　　　　　　　　　き賠償を請求することを妨げない。

　　　　　　３　　　　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ

　　　　　　二　　　　乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明し

　　　　　　　　　　たとき。

　　　　　　三　　　　乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。

　　　　　　２　　　　本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。

　　　 （厚生労働省所管法令違反に係る違約金）

　　　 　第３１条　　 第３０条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締

　　　　　　　　　　結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日
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